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平成28年第５回白石町議会臨時会会議録 

 

 会議月日  平成28年10月31日（第１日目） 

 場  所  白石町役場議場 

 開  会  午前９時30分 

 

１．応招議員は次のとおりである。        

     １番  川 﨑 一 平      10番  秀 島 和 善 

     ２番  前 田 弘次郎      11番  井 﨑 好 信 

     ３番  溝 口   誠      12番  大 串 弘 昭 

     ４番  大 串 武 次      13番  内 野 さよ子 

     ５番  吉 岡 英 允      14番  西 山 清 則 

     ６番  片 渕   彰      15番  岩 永 英 毅 

     ７番  草 場 祥 則      16番  溝 上 良 夫 

     ８番  片 渕 栄二郎      17番  久 原 房 義 

     ９番  久 原 久 男      18番  白 武   悟 

 

２．不応招議員は次のとおりである。 

    な  し 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    応招議員に同じ 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    不応招議員に同じ 

 

５．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者は次のとおりである。 

   町    長  田 島 健 一    教  育  長  北 村 喜久次 

   総 務 課 長  本 山 隆 也    企画財政課長  井 﨑 直 樹 

   学校教育課長  松 尾 裕 哉 

 

６．議会事務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

   議会事務局長  吉 岡 正 博 

   議 事 係 長  中 原 賢 一 

   議事係書記  峯   茂 子 

        

７．会議録署名議員の指名 会議録署名議員に次の２人を指名した。 

     ６番  片 渕   彰      ７番  草 場 祥 則 

 



- 2 - 

８．本日の議事日程は次のとおりである。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 議案上程（提案理由の説明） 

 日程第４ 報告第９号 専決処分の報告について（平成28年度須古小学校舎外壁等 

            改修工事請負契約の変更について ） 

 日程第５ 議案第63号 平成28年度（繰越）白石町緊急放送端末機設置工事請負契 

            約について 

 日程第６ 議案第64号 平成28年度白石町一般会計補正予算（第４号） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

９時30分 開会 

 

○白武 悟議長 

 ただいまから平成28年第５回白石町議会臨時会を開催します。 

 これより本日の会議を開きます。 

 議事日程は、お手元に配付の議事日程のとおりです。 

 地方自治法第121条の規定に基づき、議会の出席要求に対する執行機関側の説明員

はお手元の名簿のとおりです。 

 

日程第１ 

○白武 悟議長 

 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

 白石町議会会議規則第119条の規定により、本日の会議録署名議員として、片渕彰

議員、草場祥則議員の両名を指名します。 

 

日程第２ 

○白武 悟議長 

 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会は本日の１日間にしたいと存じます。これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本臨時会は本日の１日間に決定しました。 

 

日程第３ 

○白武 悟議長 

 日程第３、町長より議案が提出されています。これは、皆様に配付をしています一

覧表のとおりです。議案第63号と議案第64号を一括して議題とします。 

 ただいま上程しました議案について提案理由の説明を求めます。 
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○田島健一町長 

 おはようございます。 

 まずもって提案理由の前に、本日は百武副町長も出席すべきところ、有明海沿岸道

路等に関する提案活動などのため私の代理として上京いたしておりますので、やむを

得ず欠席いたしますことを議員の皆さん方におわびを申し上げます。 

 さて、本日、平成28年第５回白石町議会臨時会の開会に当たり、提案いたしました

議案につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

 まず、契約案件でございます。議案第63号「平成28年度（繰越）白石町緊急放送端

末機設置工事請負契約について」は、防災行政無線を補完する緊急放送端末機設置に

つきまして、いよいよ工事等に着手すべく、契約の締結に関しまして議会の議決に付

するものでございます。 

 次に、予算案件でございます。議案第64号「平成28年度白石町一般会計補正予算

（第４号）」につきましては、緊急放送端末機の設置に係る予算の所要の補正を求め

るものでございます。 

 提案いたしました議案につきましては以上のとおりでございます。 

 提案議案の詳細及び報告案件につきましては担当課長から説明させます。それぞれ

十分に御審議賜りますようお願いいたします。 

 

○白武 悟議長 

 次に、内容説明を求めます。 

 

○本山隆也総務課長 

 議案第63号「平成28年度（繰越）白石町緊急放送端末機設置工事請負契約について」

御説明いたします。 

 提案理由といたしまして、本工事の予定価格が5,000万円以上の工事請負契約とな

りますことから、白石町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により議会の議決が必要であるため今回お願いするところでござい

ます。 

 契約の目的は、平成28年度（繰越）白石町緊急放送端末機設置工事です。工事場所

は杵島郡白石町地域内及び局舎内とし、サブセンターとなる役場庁舎内の放送室を局

舎としたところでございます。契約の方法は１社によります随意契約でございます。

契約の金額は１億2,798万円でございます。契約の相手方は、住所、杵島郡白石町大

字福田2278番地15、株式会社ケーブルワン白石営業所取締役常務加藤清美でございま

す。 

 これまでの経緯につきまして説明させていただきます。 

 整備されました防災行政無線の屋外スピーカーからの屋外放送の聞こえ方が気象条

件や隣接する大きな建設物または電波の状況等により聞こえづらいということを議会、

住民の皆様から御指摘をいただき、これまで先進地への研修やアドバイザーの意見を

聞きながら、昨年防災情報システム検討委員会を発足し、副町長を委員長とし駐在員

代表、議会代表、老人クラブ、婦人会、ＰＴＡ、社会福祉協議会、役場３関係課長、
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合計11名の皆様で御協議いただき、検討委員会として希望する町内各戸の屋内に情報

基盤整備事業で整備されたケーブルの伝送路網を利用し緊急放送を伝達する。そのほ

か２番目としまして緊急放送の聞き直しのシステム、３番目といたしましてあんあん

メールの白石町版など、これまでの屋外放送の聞こえにくさを補う整備を行うという

方針を出していただき進めさせていただいているところでございます。上程しており

ます緊急放送端末機の設置工事請負契約につきましては、今月の10月24日に１社によ

り見積書提出による入札を行い、落札により白石町の株式会社ケーブルワン白石営業

所と10月27日に仮契約を締結し、今議会に上程し、議決をいただくお願いをするもの

でございます。 

 次の補足のページでございます。工事見積もりの経過表をつけさせていただいてお

ります。１回目の見積額の入札の落札ということで１億2,798万円、落札率といたし

まして98.3％でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○井﨑直樹企画財政課長 

 おはようございます。 

 議案第64号「平成28年度白石町一般会計補正予算（第４号）」について御説明いた

します。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 既決の歳入歳出予算総額に326万4,000円を追加し、補正後の予算を130億8,293万

3,000円とするものです。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第２表繰越明許費補正の変更でございます。これは９款消防費の防災施設整備事業

費で、９月の補正予算で繰越明許費に設定しておりました１億5,822万5,000円に今回

の補正分326万4,000円を合わせまして１億6,148万9,000円で繰越明許するものでござ

います。 

 ８ページ、一番最後のページをお願いいたします。 

 防災費の19節負担金補助及び交付金326万4,000円ですが、これはＪＡが設置された

告知端末機を町が災害時等の緊急情報の伝達に使用するためＪＡの告知端末を設置さ

れている加入者に対し１戸当たり1,600円を交付するための予算を計上しております。 

 以上、補正予算書についての説明を終わります。よろしく御審議いただきますよう

お願いいたします。 

 

日程第４ 

○白武 悟議長 

 日程第４、報告第９号「専決処分の報告について（平成28年度須古小学校舎外壁等

改修工事請負契約の変更について）」報告を求めます。 

 

○松尾裕哉学校教育課長 

 おはようございます。 
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 報告第９号「専決処分の報告について」でございます。 

 町長の専決処分事項の指定に関する条例第２条第３号の規定によりまして平成28年

度須古小学校校舎外壁等改修工事請負契約の変更について専決処分を行いましたので、

地方自治法第180条第２項の規定によりましてこれを報告いたします。 

 次のページの専決処分書をごらんください。 

 契約の目的は、平成28年度須古小学校校舎外壁等改修工事請負契約の変更でござい

ます。変更は、契約金額につきまして変更前が6,501万6,000円、変更後が6,685万

2,000円でありまして、差し引き183万6,000円の増額変更でございます。改修工事の

主な変更内容といたしまして、外壁劣化部補修に関しまして約320万円の増額になっ

ております。これにつきましては、今回工事に際しまして足場を設置して再調査を行

いました結果、鉄筋爆裂部、これさびで膨らんで壊れている部分等の補修必要箇所が

増加したことによるものでございます。また、屋上の防水改修に関しまして約140万

円の減額になっております。これにつきましては、既存のアスファルト防水について

再調査の結果、一部区画で劣化の程度が低い部分が確認をされましたので、全面改修

からその部分を除いた改修に変更したことによるものでございます。これらの内容な

どによりまして総額183万6,000円の増額変更をいたしております。 

 以上で報告第９号についての報告を終わります。 

 

○白武 悟議長 

 議案審議に入ります。 

 議事進行は、質疑、討論、採決で行います。 

 

日程第５ 

○白武 悟議長 

 日程第５、議案第63号「平成28年度（繰越）白石町緊急放送端末機設置工事請負契

約について」を議題とします。 

 質疑ありませんか。 

 

○岩永英毅議員 

 まず、随契にした理由、それから経過表を見てみますと予定価格が１億400万円の

予定価格に対して落札は１億2,798万円と98.38％ということですが、予定価格が80％

ですので18％ですか、17％、18％弱、この差はどうして出てきたのか、随契にした理

由の中に含まれるんじゃなかろうかと思うんですけれども、詳細な見積もり等精査を

されたのか、競争相手がいない随契なのにこの差は何なのか、ほとんど工事内容は宅

内引き込みだけだろうと、主線は、幹線は全て網羅してると思われるので、その中で

自分とこの宅内配線が、宅引き込み線ですね、これだけが有料だろうというふうに思

われますけれども、その差、余りにも予定価格との差が大きいんじゃないかというふ

うに思うんですが、その辺、詳細にお答えをいただきたい。 

 

○本山隆也総務課長 
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 岩永議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、随意契約とした理由でございます。随意契約に関しましては、法規的なもの

を申しますと、その競争の性質及び目的が競争入札に適さないと申しますか、例えば

特殊な技術工事が必要、それから施工上の経験、知識が必要な場合など、さまざまな

ことがございます。１つと申しますか、今回の随意契約の理由といたしまして幾つか

ございます。１つは、本町のケーブルテレビを管理しておりますケーブルワンでござ

います。公設設備の契約によりまして本町が整備するケーブル回線を含むネットワー

ク全体を維持管理しており、独自の自社開発によりますシステムの管理が行われてい

るところでございます。 

 ２番目といたしまして、設置工事におきまして現在使っておりますケーブルテレビ

に影響を与えないこと、これも非常に重要ではないかというふうに考えているところ

でございます。こういったケーブルテレビに関する問題が発生した場合の非常に影響

が大きいということを考えております。こういうことへの対応が他業者では難しく、

ほかの業者につきましても可能性は極めて難しいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 ３つ目といたしまして、現サービスの利用状況等の顧客のお客様のデータを管理し

ておりまして、非常に効率的な管理ができるのではないかというふうに考えていると

ころでございます。設置工事の場合、ほかの業者には情報の開示を行うことが困難で

あるなどのことから、接続によるトラブルのリスクがほかの業者では非常に高くなる

のではというふうに考えているところでございます。 

 ４番目に、機器のことでございます。端末機器におきまして本町独自仕様となり軌

道信号ということがございます、軌道信号を合わせるということがございます。軌道

信号につきましては独自のもので、信号の仕様につきましては開示されていないとこ

ろでございます。また、ＪＡ端末機の有効利用ということを考慮した場合、このＪＡ

端末機と同種類の機種でなければならず、ほかの機種ということは考えにくいという

ことがございます。 

 ５つ目に、ケーブルワンのメーンセンターというところでほかの端末機を設置した

場合、これが系統が２系統あるいは複数系統に、ほかの端末機を利用した場合が、そ

ういうふうな系統が複数になり、ケーブルワン側のシステムも改修せざるを得なくな

る、コストが高くなる、また管理業務も複雑になってくるのではないかというところ

でございます。 

 最後になりますけれども、有明、須古地区につきましてはケーブルワン所有物とい

うふうになり、民間の企業で運用を行っておりますところでほかの業者が工事を行う

ことは考えにくいのではというところで、これらの理由によりますところで１社によ

る随意契約としたものでございます。 

 また、さまざまな一つ一つを捉えてみれば端末機の購入あるいは工事なども条件を

満たさないわけではございますけども、総括的に考えた場合、全ての条件を満たすと

いうことになりますと、どうしても１社による随契のほうということで今回結論を出

し、指名委員会のほうにお願いしたところでございます。 

 ２つ目の予定価格でございます。２ページ目につけております予定価格表の上段の
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部分が予定価格でございます。１億3,008万6,000円というふうにございます。その下

の１億406万8,800円というのは最低制限価格ということで、その予定価格の８割とい

うふうになっているところでございます。この予定価格、上段の金額との比較の部分

が１億2,798万円の落札価格、98.38％となっているところでございます。 

 この設計につきましても、県が使っております電気通信関係標準積算基準及び積算

資料、それから建設物価資料及びメーカーの見積書及び価格表をもとに設計、積算し

ているところでございます。 

 金額の見積もりにつきましては、現在のケーブル契約者の場合は金額的にも安価と

なってまいりますけれども、ケーブル契約以外の部分のこの端末機の設置につきまし

ては主線からの引き込み工事ということでこのような設計を、１億3,000万円の設計

を出しまして、そして入札という形に進めさせていただいているところでございます。 

 以上であります。 

 

○岩永英毅議員 

 予定価格が１億3,000万円の上段のほうということですが、設計額は変えてないわ

けですね。これ、設計額の落札額が何％じゃないですか。普通そういうふうに言わな

い。最低価格はここに書いて、設計額をここに書くわけでしょう。両方とも予定価格

じゃないですか、これは。その辺はどうでもいいですけども、どちらでもいいですが、

見積もりをとって何回交渉されましたか。見積もりとって、もうそれで終わりという

価格じゃないでしょう。何回交渉したか。それで最低価格はうちはこうですよと、こ

れに、この１億2,798万円というのは１億3,000万円に対してのあれでしょう、落札率

でしょう。普通そういうふうに表示しますか。設計額に対して落札額は幾らだと、最

低価格は幾らだと、こういうふうに表示するのがあれじゃないですか。何回交渉され

たか、その辺、正確にお伝えください。 

 

○本山隆也総務課長 

 議員おっしゃられますとおり予定価格のところでございます。そして、この見積書

の提出による入札、落札という金額でございます。設計の部分に関しては非常に言い

にくいところがございます。設計の中身については大変言いにくいところがございま

す。そしてまた、対象となる業者様との交渉と申しますか、そこにつきましては、ち

ょっとないと申しますか、こちらの出した見積もりの依頼書につきまして、切り抜き

の依頼書につきましての入札、見積書の提出でございますので、ああしてこうしてと

いうのは、そこは企業によりますところでございます。この設計書に基づく予定価格

を定め、そして見積書の提出及び入札をしていただいたというところでございます。 

 以上であります。 

 

○岩永英毅議員 

 もう最後ですから、これだけは言っときたいと思います。設計を随契にしたなら、

随契にするだけのメリットを十分に業者に与えなきゃいかん。それをそのまんま見積

書のまんま認めるというのは余りにもひど過ぎる。これは自分の金だったらそうはし
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ないでしょう。これ、税金ですよ。それを使うのに、この１億円幾らも使うのに、ど

うして見積書を、随契にしたから見積書出した、ああ、正確でしょうと、それじゃそ

れで一発で決めましょうと、そりゃ随契を与えるメリットが余りにも節度というか節

約感がなさ過ぎる。これはもうケーブルワンの言うとおりじゃないですか。設計額に

してもさっきの県の基準に基づいてしましたとか、そんなら設計額を書けばいいじゃ

ないですか。設計額に対して何％ですよ、そういうものできない、それは秘密ですよ

と。そりゃそういう、これで町民の皆さんが納得すると思いますか。とてもこれで随

契のメリットも出してやらない、出せない、たかが１回の見積もりで全額認めると、

それで大丈夫ですか。その辺についてちょっと町長、答弁いただきたいと思います。 

 

○田島健一町長 

 今、岩永議員からいろいろと御質問いただいたわけでございますけども、設計とい

うことと、もう一つは指名という、指名委員会にお諮りをするというのが大きくある

わけでございますけども、指名委員会は設計書がある程度でき上がってから指名委員

会にお諮りをするという段取りでございます。そういったことから、設計の段階では

随契になるとか競争入札になるとか指名一般競争入札、指名競争入札、いろいろやり

方ありますけども、それはまだわからない状態で積算を担当者はいたします。それの

ときにまずもって設計を行うときには基準書というのが国、県で定められております

ので、今回の場合は電気通信関係標準積算基準というものを利用して積算をしていく

わけでございます。その中において特異な資機材、また工事だったら、この標準の積

算基準ではわからないというところもございます。そういうことにつきましては業者

の方から見積もりをいただくと。一般的には指名にお諮りをする業者さんから、例え

ば３社見積もりとか５社から皆さんからいただくとか、そういった５者からとか複数

社のときには極端な高いものとか極端に低いものはネグレクトして、そして真ん中だ

けで平均するとか、いろいろやり方がございます。今回の場合は積算する時点で複数

という見積もりもとれないということでありましたので、担当者は１社の方から見積

書をいただいて、全ての工事じゃないですよ、例えば機材、例えば何たら部材とかな

んとか部材とかおのおので単価をこれは適切な単価だかわからないということで９割

掛けとか８割掛けとかずっとしていきます。そういったことでずっと積み上げていっ

て積算基準書、積算仕様であるものについてはそれから引っ張ってきます。そういっ

たちゃんぽんかんぽんにやって積算をしていきます。今回の積算も私は見せてもらい

ました、もちろん私もチェックするわけですので。そしたら、工事というものは、そ

れぞれの部材の単価とそれに伴うところの手間賃がずっと積み上がって直接工事費と

いうところへ出てくるわけですよ。それに今度経費を掛けて最終的な工事が、公示価

格というのが決まっていくわけです。そのときに私も見せてもらいましたけども、こ

の直接の工事費というのは８掛けしたばってんが業者さんのほうが高かったとですよ。

しかし、経費をぐんと落として、最終的に幾らだったですかね、見積もりは、まだト

ータル見積もりも自分とこで出しちゃったとです。しかしながら、これは、そりゃ業

者さんは業者さんですけども、うちの設計書は９掛けしとるけんが、今度工事費はど

んどんどんどん安うなっとるわけですよ。しかし、安うなって経費も、経費について
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も業者さんが安うよかろもんというたとば、そのまま進めばもっと安かったでしょう

けれども、基本は基準書にのっとってすべきところですので、直接工事費の中につい

てはうちが0.9掛けしたりなんかするけんが安くなるわけですけども、諸経費はうち

の積算基準ですると高くなったんですよ。最終的には業者さんが打診ししゃったとか

うちのとが安くはなっとるとです、トータル的にも。それで、私もチェックの過程に

おいて、ああ、これは妥当な積算をしてるなあということで私も判こを押しとるわけ

でございます。そういったことから、積算書ができ上がってから今度指名委員会とい

うのにお諮りをするわけですけども、そのときに先ほど課長が言いましたように随契

の理由として５点ほど申し上げました。そういったことから、単価のことじゃなくて

単価以外にこういうことで随契にせざるを得ないということで随契でお願いしたとこ

ろでございます。 

 それでもう一つは、設計額と予定価格の話でございましたけども、さっき言いまし

たように単価のときでは私どもはこれは９掛けしたとか８掛けしたとか７掛けしたと

か言いましたけども、その過程で特定の業者さんと交渉なんて絶対したらいかんとで

すよ。それはもう一般の土木であっててんが、随契やけんが、ちょっとあんた方やけ

んが、ちょっと幾らね、幾らねというて交渉したり何したりするものじゃなかですも

んね、今は。だけんが、もうオープンにいただいたやつをこちらのほうで吟味して９

掛けするとか８掛けするとか７掛けするとか、標準設計に準じたやつ、例えば積算資

料にこれに似たこととのあるけん、これと同じぐらいじゃなかろうかにゃ、そうなれ

ば９掛けやろうとか、そういった格好で積算をずっとしていくわけでございます。最

終的には積算価格と予定価格の話を今議員言われましたけど、今は予定価格と積算価

格はイコールになっているんです。これは値引きしたらいかんと、これはもう、これ

は品確法やったかな、法律で値引きしたらいかんことになっとっとです。私も本当は

私が予定価格を入れて封をして印鑑まで押します。本当は私だけしか知らんとが予定

価格と私も思うて少し値切りはずっとしよったとです。全くそのまま、さっき言いま

したように品確法では全く同額やけんが、ひょっとしたら積算した人も積算してない

方も設計書が回ってくるけんが代理で見るとですよ、設計書というとの設計額という

とは。設計額イコール予定価格やけん、ちょっとだいでんで見てしまうとば、おい、

何のために封書までして印鑑押しよるかいなというちょっと私自身もおかしかにゃと

思うけんが私は値引きしよったとですけど、県からの指導でしないでくださいと、ひ

どいところはもう県内では何町と何町だけですとか言われて、それじゃ国からの指導、

法律もあるとやけんがしたらいかんねということで、昨年の６月か７月ぐらいからで

すかね、もう私もしないように、もうイコールにしてございます。そういったことか

ら、予定価格というのは１億3,008万6,000円、それとこれは言葉足らずですけども予

定価格掛け80というとは、こんなことはここに最低制限価格と書かんばいかんとです

けど、最低制限価格が予定価格、すなわち積算価格の80％以下、これは業者さんたち

にたたき合いをしていただいたらいかんと、たたき合いをしたら、もうけんばいかん

とにたたき合いして、利潤は追求しんしゃらんばいかんとやけんが、下請さんを安う

してたたきんしゃとか、労務費を値切んしゃとか、安全管理費で何点ば手抜きしんし

ゃとかって、そういうことにつながるけんが、余りたたき合いはさせたらいかんよと
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いう、これもまた建設業で国交省から通達があるわけでございます。そういったこと

から最低制限も８割、それで上限は積算どおりということで価格というところは決ま

ってございまして、その中にたまたま今回は98.38％でおさまったと。そやけんが、

八十二、三％で落ちててよかとです。それは、もうちょっとそれはどがい入れんしゃ

かはちょっとわからんとばってんが、さっき言ったように積算の根拠の中で大きく言

って工事費と諸経費と大きく大別されるわけですけど、その中で業者さんは諸経費と

いうとはもう安う見ちゃるわけですよ。そやけん、もうこれよりか落としはされんっ

て自分たちも思うちゃるけんが98％ぐらいになったろうと思うわけです。中には材料

賃ば安うして諸経費ばどっさいつけた人はですよ、諸経費はこい半分ばかりでよかえ

というてがくって落としんしゃ人も出てくっかもわからんばってんが。随契は、さっ

き流れの中で随契は後から随契と指名委員会さんで決めんしゃけんが、積算の時点で

はまだ、積算の時点では、積算の時点では随契というとは担当者はわからんとです。

一般競争入札にするのか指名競争入札するのかというのは基本的には担当者はまだわ

かりません。 

 以上ですけど。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○久原房義議員 

 今回の緊急放送端末機の設置工事の契約ですが、まずこの契約の金額、１億

2,798万円でございますけども、この対象となる世帯数ですね、これがおそらく今Ｊ

Ａさんでつけてあるものが約2,000世帯ですね、ございます。町内の世帯数で約

7,600戸の世帯数ございますけども、2,000戸を差し引きますと残りが5,600戸ですね、

約ですけども、この5,600戸を100％充足できるこの契約の内容なのかどうか、おそら

く今、全世帯に区長さんを通じてＪＡのものを設置してある世帯については、この緊

急放送の同意書の取りまとめと、あと町の端末機を設置したいという希望の世帯につ

いては申請書を取りまとめ中だというふうに思いますけども、そこでまだ設置世帯の

戸数というのが確定をしてないというふうに思っております。したがって、どの程度

の戸数を想定をして設計をされたのかということをお尋ねしたいと思います。 

 

○本山隆也総務課長 

 想定する設置世帯でございます。想定する設置世帯といたしまして4,550戸を想定

しているところでございます。現在、設置希望、まだ現在のところ申し込みの段階で

今議員おっしゃられるようにとっているところでございますけれども、５月、６月の

意向調査によりまして設置希望世帯が3,950世帯でございました。そして、未提出の

世帯等もございまして、これを600世帯加えまして4,550戸としたところでございます。

これを目標の設置の積算としているところでございます。 

 以上でございます。 
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○久原房義議員 

 私の考えでは、現在ＪＡのものをつけていない世帯が約5,600戸というふうに思っ

ておりますので、そのうちの4,550戸を想定しとるということになれば、差し引きま

すと約1,000戸の世帯がこの端末機がつかないということになるわけですけども、先

日町の老連の役員の皆さんと議会と意見交換会をしましたけども、その中でも意見と

して出ておりました老人世帯あるいは独居世帯等があると、そういう中で災害時の対

応あるいは避難場所の連絡とか、そういったものを十分やっていただきたいというよ

うな意見も出ておりました中で、私はこのことを申し上げさせていただきました。今

後については全戸にこの緊急放送端末機を設置をして、そういった特に老人の方あた

りとか、特に独居の方あたりにも隅々までこういった緊急放送が流れるような取り組

みを町としてもやっておりますよということを申し上げさせていただいて、ちょっと

納得をしていただいたかなあという感じを受けたところでございますけども、ただ残

りがあと1,000戸残っとるということは、これはいろんなまだ最終的な数字はまだ今

は取りまとめ中ですから、最終的にはまだ未定ですけども、せっかくいい事業ですか

ら、私、すばらしい事業だというふうに思っております。これ、４年以上前ですか、

ＪＡさんがされたのが約４年前ですから、そういった動きの中で町も一緒にやらんか

ということをほかの議員もいろいろ申し上げておったわけですけども、なかなか町は

そこに腰を上げる取り組みがなかったわけです。今回田島町政になってからこういっ

た取り組みをしていただくということは非常に私は非常によかったなあというふうに

思っておりますけども、ただせっかくのすばらしい事業ですから、目標は全世帯です

ね。ここに1,000戸でも、あるいは500戸でもつかない世帯があるということは、連絡

が行かないということになるわけですから、今の設計ではまだ約1,000戸ぐらいが残

っておりますので、これはかなり推進ですね。私のうちにもこの資料が来ましたけど

も、ただ書いとってくんしゃいという程度でした。こういうのが区長さんの持ってき

んしゃったけんただ書いといてくんさいと、後からもらいにくるけんという程度でし

たけども、本来ならそういうお世話をしていただく区長さん、その区長さんの配下に

いるのは班長さんとかいろいろおられると思うんですけども、そこまでこの趣旨が徹

底をしてるのかどうかというのがいささか疑問なところがございます。ただ、配って

いっちょきというか、そういうことではなかなかこの趣旨が、目的が達成されんとい

うふうに思いますので、今回の調査をされた中でどの程度未設置の世帯が出てくるの

か、そこらについては再度強力に、これはぜひつけてくださいと、強制とはいきませ

んけども半強制的なような形で強力な推進をやってこの所期の目的を達成していくと

いう取り組みが大事じゃなかろうかなというふうに思いますので、その辺の今後の取

り組みも含めて、総務課長、いかがでしょうか。 

 

○本山隆也総務課長 

 久原議員おっしゃいますとおり1,000戸ほどの未設置世帯が出てくるということで

ございます。正確に申しますと意向調査によりまして設置を希望しないと言われるは

っきりした意思を示された方が915戸でございました。これの理由までは特に当初備

考欄に書くような様式は設けておりませんでしたけれども、お年寄りといいますか、
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大きな音に対してどうしてもどきっとすると、あるいはその近くに外部放送の放送の

ラッパがございますので、もう十分聞こえると、あるいは若い世帯で、もう何じゃか

んじゃしてもらうよりかは、もう携帯にすとんと入ってくるもんねと、そしてまた新

築の世帯でもごちゃごちゃ変な色の端末機が入ったりつっぽがされたりするとは嫌や

けんのと、聞くところによりますとそういったところも聞こえたところでございます。

希望しない理由としてそういうことが考えられるところでございます。 

 次に、分母となりますベースの世帯でございますけれども、住民基本台帳上は七千

云々という世帯がございますけども、私どもが捉えました世帯といたしましては

7,532戸、これは駐在員さんが６月に配布なさいます対象とする世帯でございます。

これを分母といたしまして先ほど申しました設置を希望する世帯あるいは未提出者、

忘れとったり何かのトラブルで出せなかった600世帯を加えたところの設置希望世帯

及びＪＡ様で入れますと6,617戸というふうに算定しております。それで、7,532戸、

それから予定する、設置目標ですけれども、目標世帯を6,617戸といたしまして、

87.85％を目標として、議員おっしゃる少しでも多くの世帯にこの放送を届けて緊急

の情報となすべくしていく所存でございます。 

 以上であります。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ございませんか。 

 

○本山隆也総務課長 

 それからもう一つ、体の不自由な方ということがございました。耳の特に聞こえな

い方ということで以前もお話いただきましたけれども、ＪＡ端末機があられるところ

は御存じかと思いますけれども、端末機からまずＬＥＤライトによって光が発せられ

ます。この軌道信号が発せられた後に放送が聞こえます。ですので、耳の御不自由な

方もそのライトにより確認され、そしてまたメールによりその内容については耳は御

不自由ですけれども目が見られる方は、そのメールによってどういった内容かという

ことも今後確認していただくということも私たちは想定しているところでございます。 

 済みません、以上であります。 

 

○久原久男議員 

 この岩永議員の質問の見積もり後、見積もりをいただいた後、何回か交渉されたか

と、これたった１回だったのか、その辺がはっきり答えいただいておりません。これ

をお答えください。 

 それから、この私、今、資料持ち合わせていませんが、この財源が、財源、どうな

っているのか、明細を。 

 それからもう一点、この工事終了後のメンテナンスは、サービスですね、含めての

メンテナンスはどうなっているのか、そこは示されていません。この３点、まずお願

いします。 
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○田島健一町長 

 積算の過程において見積書をいただかにゃいかん、例えば積算資料等々でわからん

というときには、先ほど申し上げましたが、例えば複数からとるとか１社しかないと

いっても、それはちょっとこれ担当に確認したわけじゃないですけども、私が以前担

当しとった時分は、所長さんの名で会社のほうに見積依頼書を提出してくださいとい

うのを公文書で出して、そしてそれに基づいて向こうの会社から見積書というのが出

てくるわけでございますので、交渉とかなんとかというのはしないで、もう１回きり

です、１回きり、見積書を提出してくださいと。見積書が来てから、これ高かね、安

かねというのは、基準、私たちは何も持たんけんが聞いてるんであって、問い合わせ

てるんであって、これが高いとか低いとかわからんわけですよね。それで、積算側に

立って同じようなやつがここにあんねというて積算資料を見て、ああ、これは８掛け

ぐらいでよかとやなかかなあとか、これは９掛けせんばいかんとじゃなかかなあとか。

100％見るということはほとんどないと思います。９掛けしたり８掛けしたり７掛け

したり、類似の積算資料を見ながら担当者があとは決めていくということでございま

す。交渉はしないということです。 

 

○本山隆也総務課長 

 久原議員おっしゃいます財源的な問題でございます。この財源につきましては、

28年度当初予算として１億9,829万8,000円の予算計上し、３月議会で御承認をいただ

いているところでございます。内訳といたしまして、一般財源が5,829万8,000円、そ

して白石町の振興基金といたしまして１億4,000万円、合計の１億9,829万8,000円と

いうことで御了承をいただいているところでございます。 

 また、メンテナンスにつきましては、今後必要になってくるかと思いますけれども、

29年度の予算計上として、また皆様にお願いするところでございます。 

 以上であります。 

 

○久原久男議員 

 １回限りの見積書の提出でこれ終わるということでございます。例えばこれが国の

指導、県の指導かわかりませんが、そういうふうに指導されているということでござ

いますが、この町をあずかる人は、もう少しその辺を、もう少し安うできんかとか、

いろいろなその辺の話し合いといいますか、その辺のことは少しはあったほうがいい

と私は考えます。そしてまた、そういうふうにしてもらったほうが、業者の方もまた

一生懸命やる気があるわけですよね、その辺も湧いてくるというふうな感じもするわ

けでございますので、その辺のことを、国の指導か何か、その辺はありますが、いか

がですか。 

 

○田島健一町長 

 積算に当たっては、先ほども申し上げましたけども、役場も多分そうしてると思い

ますけど、県の場合は所長さん名で相手さんの社長さんとかトップの方に見積依頼を

お願いしますという公文書で差し上げるわけであって、担当レベルで交渉したり何し
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たりするとをしよったら、ちょっといろいろとまた黒いうわさが出てくる可能性もあ

るとやけんが、もうそれはトップとトップで見積もりを出してくださいと、公文書で

すということでお願いをしているところでございますので、そこでやったりとったり

というとは、ちょっとないというふうに思いますけど。民民ベースで安く安くという

ところであればあれですけど、私たちも安くするというのはあるとですけど、それや

けんが安う出しとらんけん、高う出してきとんしゃるとは思うとらんとですよね。公

文書で出してくださいということでお願いしてますので、適正な形で見積書は出てい

るもんと、私たちは今までそう信じてやってまいりました。 

 以上です。 

 

○久原久男議員 

 契約のことで今話ありましたが、最少の経費で最大の効果を得られるように努力し

ていただきたい、そのことを申し上げます。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○片渕 彰議員 

 まず、ちょっと登記問題についてちょっとお尋ねします。 

 契約の相手先でケーブルワンの白石営業所取締常務加藤さんということになってお

りますが、これ登記上、普通は代表取締役か、所長なら、この取締役常務というのは

あくまでも会社の中のあれですが、普通は営業所長ということで登記されるのがほと

んどじゃないかと思いますが、その点１点をちょっとお尋ねしたいと思います。 

 

○井﨑直樹企画財政課長 

 本社はケーブルワン自体は武雄でございます。本町に指名願出されましたところが

白石営業所加藤さんで指名願を出されているというところで、こちらと契約というや

り方をさせていただいております。 

 ちょっとお時間をいただいて調べさせていただければと思います。申しわけござい

ません。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○溝上良夫議員 

 まず最初に、確認ですけども、4,550世帯のうちにケーブルテレビの契約者何件あ

るのか、というのは、引き込みが必要な部分ですね、ケーブルテレビが設置されてな

い家のケーブルの引き込みの部分と引き込みがしてある部分は単体の工事で済むわけ

でしょう、そういうことですよね。そうした場合、引き込みをしてケーブルテレビを

加入した場合、そこら辺なんです。契約のときに話を当然されたと思います。今まで
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の現状だとケーブルテレビに申し込みをするとケーブルテレビが引き込みの工事をし

ますよね。そういうことで工事をします。ただ、今回引き込み線は町が負担をして無

線をつけるわけですね、今度の緊急放送端末機をつけるわけです。それを利用してケ

ーブルの契約ももちろんできるわけですね、工事、私の言いたいことわかりますよね、

引き込みの部分の工事の部分、そこら辺の話し合いはどういうふうにされたのか、ま

ず。 

 

○本山隆也総務課長 

 議員おっしゃいます設置に関するケーブルテレビの加入とのすみ分けにつきまして

も、こちらのほうで把握しておりましたので、ケーブルテレビ加入世帯を2,270戸、

未加入世帯を1,680戸として調査結果をもとに算定しているところでございます。そ

して、未提出者の626世帯ございましたけれども、600世帯としてこれもお願いし、こ

の積算根拠としてお願いしているところでございます。 

 以上であります。 

 

○溝上良夫議員 

 ケーブルテレビの接続がされてない1,600世帯と言われましたかね。その部分に対

してケーブルの引き込みの工事の部分に係る、幾らになりますかね。それ掛ける

1,600でどれぐらいの金額になるのか、その部分が今後ケーブルテレビの申し込みを

される部分に関して関連してくると思います。ですよね。ケーブルテレビが工事をす

る分をしてやってるわけですから、そこら辺はっきりさせてるんですかね。 

 

○白武 悟議長 

 暫時休憩します。 

10時35分 休憩 

10時50分 再開 

○白武 悟議長 

 会議を再開します。 

 

○井﨑直樹企画財政課長 

 片渕議員さんからの質問で答弁漏れておりました分についての指名の業者名でござ

います。申請者は株式会社ケーブルワン、武雄市に本社があるところでございます。

そこから入札に関すること、それで委任されているのが株式会社ケーブルワン白石営

業所となっております。 

 以上でございます。 

 

○本山隆也総務課長 

 溝上議員御質問に対して答弁させていただきます。 

 現在、白石町が行います端末機設置工事によりまして先ほどちょっと900戸とか

1,000戸とか未接続の部分もちょっとありはしますけれども、ほとんどの世帯に接続
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するわけでございます。当然今後議決をいただきます設置工事に入るようになります

とケーブルワンと協議し、その部分について十分詰めてまいりたいと思っております。

よろしくお願いします。 

 

○溝上良夫議員 

 ぜひそういうふうにしていただきたいんですけども、具体的な話は全然今からとい

うことですね、その報告もきちっと今後やってもらいたいと思います。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○片渕栄二郎議員 

 今回は世帯を中心に設置の希望をとられているようでございますけれども、事業所

についてはどのように考えを持たれておるのか。 

 

○本山隆也総務課長 

 現在議員おっしゃいますとおり、対象としておりますのは駐在員の皆様が配布して

おられる住居住民世帯でございます。今後事業所につきましても２次の要望というこ

とで、町内にございます事業所に対しまして設置について行う予定でございます。こ

の場合、どうしても端末は町の所有物でございますけれども、その工事にいたしまし

ては無償、有償について今検討をしているわけでございますけれども、現在のところ

有償によりまして第２次のところの工事部分につきましては有償という方向で現在検

討をしておりますけれども、十分事業所について設置について行っていくところでご

ざいます。 

 以上であります。 

 

○片渕栄二郎議員 

 事業所等については２次の募集を考えているということでございますけれども、特

に昼間は事業所に勤務をされている人が非常に多いわけでございます。そしてまた、

消防団員の皆さんもそういった事業所等に勤務をされておることもおられるかと思い

ますので、この２次募集を早い段階で募集をしていただくようにお願いを申し上げて

おきたいと思います。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○秀島和善議員 

 担当課長に二、三点お尋ねします。 

 まず、議案第63号ということでの表の契約の内容に工事の場所ということで杵島郡

白石町地域内及び局舎内ということで、局舎内というのは役場の中での工事だという



- 17 - 

説明でしたけれども、ここでお尋ねしたいことは、地域と局舎内の積算の金額、地域

で幾ら、局舎内で幾らという契約をなされているのかどうか、どういうふうに積算を

なされているのかというのが第１点です。 

 第２点目に、答弁の中で耳の不自由な方のあり方についての対応で端末機から赤い

ランプがつくと、そして携帯などでお知らせをするということでしたけれども、町内

そういう方たちの対象が難聴者及び障がいの手帳を持ってらっしゃる方何名いらっし

ゃるのか把握されているのであれば紹介してください。 

 もう一点です。３点目に、前者の質問の中でケーブルワンに現在加入してるところ

が2,270戸と、まだ契約未契約が1,680戸ということが答弁でありましたけれども、今

回の１億3,000円からの予定価格の積算としてケーブルワンに未加入の方たちの自宅

に接続するまでの契約はどのように積算をされているんでしょうか、今の質問でよか

ったですかね、３番目、ケーブルワンにまだ未加入の方たちにとっては、今回端末機

を入れるということに当たっては、さらに今、例えば私の自宅であればケーブルワン

に加入していますけれども、そのときに契約時において契約金を払ってますけれども、

それが未加入の1,680戸については、新たにその分が発生すると思います。現在ケー

ブルワンに入っている方と入ってない方の不平等感をどのように積算されているので

しょうか。 

 

○本山隆也総務課長 

 現在、その設計の中身でございますけれども、設計につきましてはなかなか申し上

げにくところがございます。全世帯で設置する部分につきまして地内ということで、

白石町地内ということを申し上げたところでございます。そしてまた、局舎内といい

ますのは役場の放送設備、サブセンターと申します白石町役場内にございます放送機

器のそこの部分の設置工事及び調整工事でございます。そこの部分で端末機の設置を

全戸に、そしてまたその局舎内ということでサブセンター部分の工事というふうにな

ってまいります。ちょっとおおむねで申しますと、端末機設置工事の部分について８

割強、それからそれ以外の部分について２割程度、２割弱ということで御理解をお願

いしたいところでございます。 

 そしてまた、要支援者、要介護者につきましては、要介護者につきまして1,800人

程度、それから身体障がい者について90名程度、約2,000名弱の方を要支援として私

どもは捉えているところでございます。 

 それから、未加入者への積算につきましては、既に溝上議員さんからも御指摘ござ

いましたけれども、屋内の中まで引き込みますので、未加入世帯につきましては主幹

部分からの引き込み工事及び保安器、それから屋内工事、分配器、そして端末機とい

うふうな流れをもちましてその工事が必要となるところでございます。 

 以上であります。 

 

○秀島和善議員 

 ３番目の課長からの答弁の内容についてさらにお尋ねしますけれども、その

1,680世帯の未世帯、その方たちの屋内の、屋外も、引き込みについては積算の基準
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に入っているのでしょうか。 

 

○白武 悟議長 

 秀島議員に申し上げます。溝上良夫議員にそのことにつきましては答弁があってお

りますので、よろしゅうございますか。 

 

○秀島和善議員 

 十分これから詰めて検討するということでしたので、入ってないということで理解

していいんですか。入っている。入っているのであれば、そこは答えてくれませんか。

どこが見るのか。 

 

○本山隆也総務課長 

 そこの引き込み工事、未加入者への引き込み部分につきましては、町負担として町

費のほうで。設計によりますところの金額でございますので、ここでの答弁はちょっ

とできないということ、それからまた未加入者と加入者の不平等さ部分については今

後協議していくということで御答弁させていただきたいと思います。 

 以上であります。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

 討論ありませんか。 

 

○秀島和善議員 

 議案第63号「平成28年度（繰越）白石町緊急放送端末機設置工事請負契約について」

の反対討論をさせていただきます。 

 この事業そのものは極めて重要な設備を端末機として町内の町民の暮らしと生活、

命を守るという点では重要な内容だと思いますけれども、まず第１点に積算の基準が

公にされておりません。それが第１点です。そして、随意契約にしていく理由が明確

ではなかったと思います。一般指名競争入札でもよかったのではないかと、そのこと

でさらに予定価格を低く見積もることができたのではないかと思います。 

 ３点目に、平等感という点で、現在ケーブルワンに加入している方、加入してない

方、加入してない方が1,260戸まであるということで、これについては町の税金で負

担をするということですけれども、あくまでもそこは民営化の中で各家庭にその入る、

入らないの意思表示はしてありましたので、今回この工事をするに当たって全部町費

で負担をするということについては余りにも不平等感をもたらすのではないかという

ことを反対の３点目の理由にさせていただきたいと思います。議員各位の御理解と御

協力よろしくお願いします。 
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○白武 悟議長 

 ほかに討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第63号「平成28年度（繰越）白石町緊急放送端末機設置工事請負契約

について」採決をします。 

 本案に賛成の方は起立願います。 

 〔賛成者起立〕 

 起立多数です。よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。 

 

日程第６ 

○白武 悟議長 

 日程第６、議案第64号「平成28年度白石町一般会計補正予算（第４号）」について

議題とします。 

 質疑ありませんか。 

 

○内野さよ子議員 

 今回のこのＪＡに対する防災施設の整備につきましては地方交付税による326万

4,000円ということで提出をされています。ちょっと普通交付税についてちょっとお

尋ねですけども、趣旨といいますか、交付税というのは普通年に２回から３回ほど途

中にもありますけれども、計算するときに人口とか面積とかそういうようなものが基

準になっているのかなあと思います。今回の端末機に対しての物といいますか、物に

対しては、全体でここに説明書の１ページにありますけれども8,200円かかると、そ

の中の20％で約１戸につき1,600円、これを2,040戸で掛けると、ＪＡの分ですね、

326万4,000円というふうに普通交付税で書いてあります。何か補助金なら金額がぴし

っとして交付税として来るのはわかりますけれども、交付税が中途に申請をして中途

でおりてくるときに、何かその辺の趣旨がどういうふうな感じで、というのが、普通

は行政とか業者さんによって物というのは金額が違うので、市町村が申請をするとき

のこの8,400円に普通交付税として申請をして、そういう仕組みで申請をしてあるの

か、何か物というのは業者さんによって金額が違うので、ぴしっと普通交付税がおり

てきているというのが、ちょっとその辺がよくわかりませんので、説明をしてくださ

い。趣旨がわかりましたかね、今の。 

 

○井﨑直樹企画財政課長 

 今回、補正財源として収入部分につきまして普通交付税を充当させていただいてい

ます。議員おっしゃいますように普通交付税というのは面積、人口、さまざまな要素

を公共施設の整備状況とかで参るお金でございますが、普通交付税自体は目的ではご

ざいませんので町が一般財源として充当できると。今回の場合の財源としまして防災

設備のＪＡが設置した分について１戸当たり1,600円支給しますと、その根拠となり

ますのが8,200円かかりましたと、ＪＡさんがですね、これを５年で償却されており
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ますので、来年29年度１年分については町が防災無線として利用させていただくとい

うことから、この分について各家庭にお配りしようと、交付するというところでの予

算でございます。交付税に算入されているか、端末機が算入されているかではござい

ません。交付税はさまざまな要因で交付されますが、あくまで一般財源として使いま

すので、今回の場合の特定財源ということではございません。その点御理解いただけ

ればと思います。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○久原房義議員 

 今回、ＪＡさんで設置してある2,040戸に対しての交付金ということですけども、

この2,040戸が設置を完了してあるわけですから、この2,040戸をケーブル回線は接続

はしてあっても新たにこの2,040戸をさきの契約の案件でありましたけども、恐らく

2,040戸を新たに町費でもって設置するということになれば、恐らく5,000万円ぐらい、

ざっとしたあれですけども、約5,000万円ぐらいの行政の費用が必要になったという

ふうに思います。それに対して326万4,000円ですから、5,000万円ぐらい必要だった

のを326万円で済むということは、かなりこれは行政側から見れば非常に得をしたと

いいますか、安くついたということになるわけでして、もともと設置をしてなければ

5,000万円ぐらいの費用が発生するわけですから、5,000万円必要だったのが326万円

で済むということを思うときに、もう少し交付金を出してでも行政としては助かった

んじゃないかなと思うわけですけども、わずか１戸当たりにすれば1,600円と、もう

子供の小遣い銭にもならんぐらいの非常に低額でございますので、もう少し何とかで

きんやったかなあと思いますけども、その辺いかがですか。 

 

○本山隆也総務課長 

 久原議員おっしゃいますとおりＪＡの加入しておられる皆様の初期費用の御負担の

一部としての交付金でございますけれども、ＪＡさんとは当初予算をいただきました

昨年度の３月以来よろしくお願いしますということで協議を重ねましていったところ

でございます。ＪＡさんの状況もこの緊急端末の設置をきっかけといたしまして非常

に微妙なところで苦慮されている部分もございました。緊急放送が来るなら、もうこ

れで農事放送はどうしようかとか、そういう相談もＪＡ様のほうにあり、そして役場

のほうにもいろんなお問い合わせ等もございまして、ＪＡさんとはずっと協議してま

いったところでございます。その後、ＪＡ様からの協議の後、要望書といたしまして

こういうところでこの一部負担について何か補助的なことをお願いできないだろうか

という要望書の提出があったところでございます。その後協議いたしまして議案とし

て載せているこの内容に何とか協議の結論を見出し、この内容によって皆様の議決を

お願いするところでございます。 

 以上であります。 
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○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。 

 討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第64号「平成28年度白石町一般会計補正予算（第４号）」について採

決をします。 

 本案に賛成の方は起立願います。 

 〔賛成者起立〕 

 起立多数です。よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 

 以上で本臨時会に付された案件は終了しました。 

 これをもちまして平成28年第５回白石町議会臨時会を閉会いたします。 

 

11時12分閉会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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 上記、会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため、地方自治法第123条

第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

 平成２８年１０月３１日 

 

 

          白石町議会議長   白 武   悟 
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